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施設名 住所 指定/協定 ＴＥＬ
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施設名 住所 高知市津波避難ビル ＴＥＬ

高知市総合体育館 大原町158 ８３３－４０６１

杉本ビル 大原町87-１ No.第六10 ―

危機管理マニュアルの活用にあたって

児童生徒が、より安全に、安心して過ごせる学校を目指して、学校の危機管理体制の見直しを行

い、想定される災害や事件・事故などの緊急事態への備えとして、危機管理マニュアル（以下、「マ

ニュアル」という。）を作成しました。

今回の作成に当たっては、既存の「南海トラフ地震防災対策マニュアル」や「不審者対応マニュ

アル」などを集約し、また、新たに水害時マニュアル等を追記しています。

特に、近い将来発生が想定されている南海トラフ地震は、最大マグニチュード９前後の大きさに

なると言われており、本県の多くの市町村で最大震度７程度の強い揺れが、２～３分程度続くと言

われています。本校校舎の震度強度に問題はなく、土砂災害の影響もないと言われていますが、

0.3～１ｍの津波が６０分ほどで到達すると想定されています。また、鏡川の南側に位置する本校の

地理的条件では、津波による漂流物が押し寄せることも考えられますので、しっかりとした備えを進

めていくことが求められます。加えて、他県では学校に侵入した不審者による痛ましい事件も発生し

ており、不審者対応訓練をはじめとする対応を講じることも必要です。

今後とも、災害や事件・事故などの被害を最小限にとどめるための訓練等を着実に実施し、教

職員等の危機管理能力の向上に努めるとともに、保護者等や関連機関と共に連携しながら備えを

進めていきたいと考えます。
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Ⅰ　組織体制



１

教職員

備考

088-821-4882

小中学校課

幼保支援課

088-821-4851

088-821-4902

088-821-4751

教育政策課

保健体育課

088-821-4534

高知県危機管理防災担当

高知市危機管理防災担当

関
係
機
関

県
市

高知市中央消防署

高知南警察署

高知市保健所

088-856-9902

088-834-0110 

088-822-0577

088-823-9253

088-823-9008

088-823-9320

088-823-9040

088-856-9903

高
知
県
教
育
委
員
会

特別支援教育課

高等学校課

088-821-4735

連絡体制

088-821-4774

児童生徒 関係機関

名称 ＴＥＬ ＦＡＸ

防災関係機関連絡先一覧

088-821-4741

088-821-4905教職員・福利課

学校安全対策課

088-822-1880

088-821-4547

088-821-4547

088-821-4558

088-821-4849

088-821-4926

088-821-4546

088-821-4725

○県教育委員会
・児童生徒の避難状況

・児童生徒及び教職員の被災状況

・学校等の被災状況

・休校等の措置 等

○市町村・県 災害対策本部

○避難所
・学校以外の避難所にいる児

童生徒の安否情報

・頭部を保護・自分の安全確認・連絡がつくまで

○消防署

○警察署

・機関への要請等

・通学路の安全確保

・消火

・衛生管理

・負傷者の受け入れ 等

学 校
○保護者等
・児童生徒の引き渡し方法

・児童生徒の保護方法

・帰宅方法等の連絡事項

・休校等の連絡
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担当区分 任務内容

〇応急対応の決定（被害状況等を把握し、避難の実施方法を決定、指示）

・伝達機材等による連絡、災害に関する情報収集を指示（情報連絡班へ）

・被災状況、避難経路の確認および、避難誘導を指示（避難誘導班へ）

・火災発生の場合、初期消火を指示（避難誘導班へ）

・教育委員会等の関係機関への連絡

〇隊長の補佐

・安否確認名簿の管理

補佐 ・副隊長の補佐（場合により、現場への確認、伝達業務を担当）

・災害に関する情報の収集、報告（隊長へ）

・隊長の命令を受け、命令の内容等を全体へ伝達（伝達機材等の使用）

・児童生徒等の安全の確保、避難行動の指示

・児童生徒の出欠状況、負傷の有無・程度の確認、報告（主事→副隊長→隊長）

・避難誘導（残留児童生徒等の確認）、必要に応じた搬送、応急手当

・建物内の被災状況の確認、避難経路の確保及び状況の確認、報告（隊長へ）

・【三次避難が必要な場合】校外避難経路の確保及び状況の確認、報告（隊長へ）

・【火災発生の場合】隊長の命令を受け、初期消火の実施、報告（隊長へ）

・負傷者への応急手当

・負傷の状況の連絡（副隊長→隊長）

・【必要に応じて】医療機関への連絡

・避難者の受入対応

・避難者の誘導、備蓄食料物資の配布等

・傷病者等の把握　等

救護対策班

避難所支援班
（地域住民対応）

２ 組織体制（地震）

地震防災隊　活動要領

災
害
対
策
本
部

隊　長

副隊長

情報収集連絡班

避難誘導班

地震防災隊組織表（学校）

〇隊長 校長（北中 加乃）
【隊長不在の場合、番号の順に代行を配置】

➀教頭１ （山﨑ゆかり）
②教頭２ （安東 恵美）
③事務長 （清藤 和樹）
④主幹教諭 （弘瀨 千秋）
➄学校安全部長（秋山 美幸）

〇副隊長 教頭１ （山﨑ゆかり）
教頭２ （安東 恵美）

事務長 （清藤 和樹）

主幹教諭（弘瀨 千秋）
〇補佐 学校安全部長（秋山 美幸）

【副隊長不在の場合、隊長不在時に準じて配置】

〇教務部長 （立間 好枝）
〇寮務主任 （新谷 覚）

災害対策本部

避難誘導班

１班（小学部）

班長 主事（山本 明子） 班員 小学部教員

２班（中学部）

班長 主事（夕部 有香） 班員 中学部教員

３班（高等部）

班長 主事（中越 江美） 班員 高等部教員

情報収集連絡班

班長 事務長（清藤 和樹） 班員 事務職員

救護対策班

班長 養護教諭（武田 公美）

班員 保健主事（本宮 美優）看護師（溝渕 直美）

 5



担当区分 任務内容

〇応急対応の決定（被害状況等を把握し、避難の実施方法を決定、指示）

・伝達機材等による連絡、火災に関する情報収集を指示（連絡通報係等から）

・火災状況、避難経路の確認および、避難誘導を指示（避難誘導係へ）

・初期消火を指示（消火係へ）

・教育委員会等の関係機関への連絡

〇隊長の補佐

・安否確認名簿の管理

補佐 ・副隊長の補佐（場合により、現場確認、伝達業務を担当）

・火災報知機が鳴った場所を知らせる

・高知市消防局に、119番通報・確認を行う。要救急者の有無を連絡する

・児童生徒等の安全確保、避難行動の指示

・児童生徒の出欠状況、負傷の有無・程度の確認、報告（主事→副隊長→隊長）

・避難経路の把握、避難誘導（残留児童生徒等の確認）、必要に応じた搬送
【必要な場合】避難用器具の使用

・建物内の被災状況の確認、避難経路の確保及び状況の確認、報告（隊長へ）

・(消火係)消火器、消火栓を用いて消火に当たる

搬出係 ・重要物品の搬出に当たる

救急係 ・負傷者等の応急処置に当たる

避難誘導係
（消火係兼務）

３ 組織体制（火災）

自衛消防隊　活動要領

隊　長

副隊長

連絡通報係

自
衛
消
防
隊
本
部

自衛消防隊編成表（学校）

〇隊長 校長（北中 加乃）
【隊長不在の場合、番号の順に代行を配置】

➀教頭１ （山﨑ゆかり）
②教頭２ （安東 恵美）
③事務長 （清藤 和樹）
④主幹教諭 （弘瀨 千秋）
➄学校安全部長（秋山 美幸）

〇副隊長 教頭１ （山﨑ゆかり）

教頭２ （安東 恵美）

事務長 （清藤 和樹）

主幹教諭（弘瀨 千秋）
〇補佐 学校安全部長（秋山 美幸）

【副隊長不在の場合、隊長不在時に準じて配置】

〇教務部長 （立間 好枝）
〇寮務主任 （新谷 覚）

自衛消防隊 本部

避難誘導係（消火係も担う）

１班（小学部）

班長 主事（山本 明子） 班員 小学部教員

２班（中学部）

班長 主事（夕部 有香） 班員 中学部教員

３班（高等部）

班長 主事（中越 江美） 班員 高等部教員

連絡通報係

班長 事務長（清藤 和樹） 班員 事務職員

救急係

班長 養護教諭（武田 公美）

班員 保健主事（本宮 美優）看護師（溝渕 直美）

搬出係

事務職員
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Ⅱ　災害発生時マニュアル



1 地震関係

学校周辺の主な避難場所

校舎外避難は状況に応じて判断

※ 原則は校舎内避難（４階へ避難）
・指定避難場所(収容避難場所) … 高知市総合体育館

（９５０人）

・津波避難ビル … 杉本ビル（7階建）

・高所避難公園 … 小石木町西ノ丸緑地

 

南海トラフ地震に 

よる影響（予測） 

予測される震度 ６強～７  揺れの長さ 2.5～３分（150～180 秒） 

最大津波浸水深 0m～０.３m 未満（30cm の津波は到達しない） 

隣接地への最大津波浸水深 ０.３m～１.０m 到達予測時間 60 分 

液状化の可能性なし（計算液状化対象層なし）、学校への土砂災害はなし 

校内における 

危険想定箇所 

 ・照明器具の直下（建物内、屋外問わず） 

 ・運動場防球ネット支柱付近（倒壊時に被害の及ぶ範囲） 

 ・常時固定の難しい移動式備品の周辺（モニター、卓球台、会議机 等） 

 ・備え付けパーティションの周辺     安全な距離まで離れること  

学校敷地の標高…海抜3.5m～3.7m

鏡川からの距離…約150m

⑴ 南海トラフ地震による本校への影響（予測）
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◎参集は、原則、下記の参集体制により実施する。また、震度３以下の地震が発生した時は、下記①～②の手順で行う。

①地震発生後、予め管理職等間で構築している連絡網を活用して、参集の有無（時期等を含む）を決定する。

　【地震発生時に確認する主な情報】

※長い揺れや強い揺れ（震度４以上）の後には、津波の可能性があることを想定し、安全確保を優先して対応すること。

休校措置

ー

休校

すぐーる/電話　使用可 すぐーる/電話　使用不可

※参集にあたっては、自宅の被災状況、自身や家族の状況、津波の到達状況などを考慮し、安全確保を優先すること。

●震度　　　　　　　　　●地震発生の時間帯　　　　　　●津波の可能性の有無
●各教職員の安否や出勤経路の状況　　　　　　　　●被害状況（家屋や道路状況）　など

②震度による参集体制に関係する教職員に対しては、ALSOK安否確認サービスで安否を確認したうえで、すぐーるや電話などで参集
の有無を連絡し、対応可能な教職員が参集する。

★参集にあたっての留意事項★
※いずれの震度でも、津波警報が発令された場合には、警報が解除し、かつ、安全の確認がとれてから参集すること。また、南海
トラフ地震臨時情報（調査中、注意、警戒）が発令中の場合も、原則、同様の対応をとること。
※地震や津波などの被害によって情報網が寸断されるなどにより、正確な情報が入手できない場合は、安全が確保されるまで参
集は行わないこと。

※震度５弱以上の場合は、学校は翌日以降、休校の措置をとる。

参集基準 参集教職員

第１参集 <警戒体制>

震度４の地震が発生または津波注意
報

（校長）北中加乃（教頭１）宮川貴史
（教頭２）安東恵美（事務長）清藤和樹（主幹教諭）弘瀨千秋
（教諭）秋山美幸、新谷覚

第２参集 <厳重警戒体制> 必要に応じて災害対策本部の設置

震度５弱の地震が発生 休校

（校長）北中加乃（教頭１）宮川貴史
（教頭２）安東恵美（事務長）清藤和樹（主幹教諭）弘瀨千秋
<６㎞未満居住者>
立間好枝、山﨑翔子、竹中健、寺内麻子、地引光大、田中友梨香、升田千尋、濵田
梨佐、小谷繁延、大倉昌子、坂本綾子、柿本竜汰、井澤陽子、中越江美、森本美
彩、秋本美早、岡本布美、秋山美幸、新谷覚、武田公美、岡村良江、西山衣理、能
勢里沙乃

（寄宿舎）中野早ゆり、土居甲奈子、濵田詩野

津波警報のみが発表
（３ｍ未満）

休校

（校長）北中加乃（教頭１）宮川貴史
（教頭２）安東恵美（事務長）清藤和樹（主幹教諭）弘瀨千秋

（教諭）秋山美幸、新谷覚

南海トラフ地震臨時情報（調査中）
が発表

―

※休日及び夜間に発災した場合、原則、参集はしないが、管理職間で情報を共有の
うえ、すぐーるにて教職員に注意喚起等のメッセージを発出する。

　なお、隊長等の指示により参集する場合は、下記の者が対象
（校長）北中加乃（教頭１）宮川貴史
（教頭２）安東恵美（事務長）清藤和樹（主幹教諭）弘瀨千秋

第３参集 <災害対策本部設置>

震度５強の地震が発生 休校
〇安全確認後

原則、全教職員

大津波警報のみが発表
（３ｍ以上）

同上

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注
意）が発表

―

※休日及び夜間に発災した場合、原則、参集はしないが、管理職間で情報を共有の
うえ、すぐーるにて教職員に注意喚起等のメッセージを発出する。

　なお、隊長等の指示により参集する場合は、下記の者が対象

（校長）北中加乃（教頭１）宮川貴史
（教頭２）安東恵美（事務長）清藤和樹（主幹教諭）弘瀨千秋

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）が発表

休校
（１週間
程度）

同上

教職員・児童生徒の安否確認の目安

参集体制 学区内の震度・津波
教職員

安否確認

児童生徒等在宅時 児童生徒
登下校時

※児童生徒の安否確認については、震度や発生時刻などを考慮して、すぐーる等の発出時刻を決める。
　また、電話での確認は隊長等の指示により、原則、担任教員が行うが、担当の担任教員が対応できない場合は、他の教員が行うこと
　もある。

第１次参集
震度４または津波注意報

（１ｍ未満）

第２次参集

震度５弱

津波警報発表
（３ｍ未満）

南海トラフ地震時情報
発表（調査中）

第３次参集

震度５強

大津波警報が発表
（３ｍ以上）

南海トラフ地震臨時情報発
表（巨大地震注意又は巨大

地震警戒発表）

ALSOK安否確認サー
ビス

以下のほか、県教委からの指示により実施

行う

教職員の安全を
確保のうえ、

家庭訪問
避難所訪問

教職員の安全を
確保のうえ、

通学路をたどる
（単独登下校の児童生徒

が対象）

⑵ 教職員の参集体制と安否確認の目安
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　◎1時間以内に参集できる教職員　

職名 氏名 ①居住地 ②所要時間 ③学校以外の参集場所

校　　　長

教　頭（第１）

教　頭（第２）

主幹教諭

教諭（小主）

教　　　　諭

〃

〃

〃

教諭（中主）

教　　　　諭

〃

〃

〃

〃

〃

教諭（高主）

期限付講師

教　　　　諭

〃

〃

〃

〃

教　　　　諭

〃

〃

〃

〃

教　　　　諭

〃

〃

〃

〃

養 護 教 諭

栄養教諭

寄宿舎指導員

〃

〃

〃

〃

事　務　長

主　　　幹

主　　　事

主　　　査

技      師

⑶ 教職員の参集方法
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教職員 管理職児童生徒の行動

①安全確保

③避難開始

②避難経路等の確認

○出口の確保
・火災など二次災害の防止

・パニックをおこさないように、声

をかけて安心させる

○児童生徒の所在の確認
（休み時間等）

○怪我の有無の確認

・怪我等の対応 ・人数の確認

○放送等で避難場所・避難経路

の確認

・避難誘導、負傷者搬送などの

必要に応じ協力・連携

○避難誘導班は、担任または授

業者に指示し誘導する。トイ

レ、特別教室等も確認する

○周囲の状況に気をつけながら

避難する

・頭部を保護・落下物に注意

・｢お･は･し･も｣を伝える

・放送や指示を聞く

・ヘルメットで頭部を保護

・机の下にもぐり、机の脚を持つ

・車いすの転倒、ガラスの飛散や

TV・ホワイトボード等の転倒か

ら身を守る

⑥保護者等へ引き渡し

○保護者等へ引き渡し

・保護者等が来るまで、児童

生徒を保護

・保護者等対応教員が引き取

り者を確認し、直接引き渡す

津波が来る可能性がなく安全に迎え

に来ることが確認できてから

・保護者等が来るまで待機

・基準に沿って引き渡し可能の場

合に限り行う

○避難場所・避難経路を決定

する

○全校避難の指示

・校内放送９００

・拡声器

○全校避難の指示後、体育

館玄関の鍵を開ける、ま

たは開ける指示を出す

○避難場所へ移動し、全体

の状況を把握

○児童生徒連絡簿を持参

○情報収集

○緊急地震速報

〇TV、ラジオ等で情報収集

○学校施設の被害状況を確認

○学校施設、教材・教具等の点
検・整備を行う

○児童生徒の家庭状況等を把握

原
則
と
し
て
担
任
が
支
援
す
る

基準

【震度5弱以上】

・原則学校待機→保護者等への引き渡し

【震度4以下で被害状況が報道等でも確認

できない場合】

・通常下校 ただし、交通手段の確保がで

きない場合、自宅で一人になることが想定

される場合は学校待機 → 保護者等への引

き渡し

○災害対策本部の設置

・学校の被害状況、対応等

について情報収集する

・児童生徒への対応を決定

・保護者等への引き渡しの

時期を判断する

・県教委へ報告

・外部への対応

○必要があれば避難場所を

設営する

※事前に開放禁止区域を決

定（共通理解）

○学校再開の準備

南海トラフ地震は、「震度6強程度の立っていることが

できない揺れが、約１５０秒続く」と言われている！

④一次、二次避難場所

地 震 発 生

震度5以上（強震・激震等）

⑤避難後の対応
・けがなどの安全確認

○人員点呼と安否確認

・主幹教諭に報告（児童生徒、

教職員、保健室）

・事務長に報告（事務室、厨

房）

・負傷者の応急処置

・不明者の捜索（児童生徒につ

かない教職員）

○負傷者がいる場合は応急処置

など適切な対応をする

〇担任は、保護者等と連絡を取

り、対応を確認

(※災害用伝言ダイヤル171等も活用)

〇児童生徒の健康状態の把握

・健康観察様式に記入し、養護

教諭を通じて管理職に提示

⑷ 地震時マニュアル

①学校滞在時

・頭部を保護・落下物に注意
・｢お･は･し･も｣のルールを守る

（おさない・走らない・しゃべらな

い・もどらない）
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場所 児童、生徒の行動

調理室

音楽室

○自転車を倒し、自転車から離れる。
〇姿勢を低くし、頭を守る。
〇揺れがおさまったら、一次避難場所に避難
する。

自転車置き場 「自転車を倒しなさい」
「自転車から離れなさい」
「姿勢を勢を低くして、頭を保護しなさい」
「一次避難場所に避難しなさい」

○机の下にもぐる。
○電灯・ガラス等の落下物や転倒物から身を
守る。

「ピアノから離れなさい」
「机の下に避難しなさい」
「姿勢を低くして、机の脚をつかみなさい」
○出入口の確保

○ピアノから離れる。
○机の下にもぐる。

作業教室
パソコン教室
被服室

「机の下に避難しなさい」
「姿勢を低くして、机の脚をつかみなさい」
○出入口の確保

廊下

階段 ○近くの教室に入り、机の下にもぐる。
〇その場でしゃがむ。揺れている場合は、上
り下りはしない。
○一次避難場所に避難する。

「教室に入って、机の下に避難しなさい」
「一次避難場所に避難しなさい」

図書室

○棚や転倒物から離れ、机（ベッド）の下に
もぐり、脚をつかむ。
○ふとんをかぶったりして頭と体を保護す
る。

○本棚のそばから離れる。
○姿勢を低くして、机の脚をつかむ。

「本棚から離れなさい」
「机の下に避難しなさい」
○出入口の確保

教師の指示・行動

普通教室
多目的食堂
地域支援室
通級教室
多目的室
作業実習室

「机の下に避難しなさい」
「姿勢を低くして、机の脚をつかみなさい」
○出入口の確保

クールダウン室
カウンセリング室

保健室

※休み時間等に児童生徒が単独で校舎外で活動することはない。

○机の下にもぐり、机の脚をつかむ。
○電灯・ガラス等の落下物や転倒物から身を
守る。

○鏡やソファーから離れる。
○電灯の落下、窓ガラス、転倒物から身を守
る。

「姿勢を低くして、頭を保護しなさい」
○出入口の確保

○火を消す。
○机の下にもぐり、机の脚をつかむ。
○実験器具などが入っている棚から離れる。
〇転倒物から身を守る。

「火を消しなさい」「机の下に避難しなさい」
「棚から離れなさい」
○ 揺れを感じたら、すぐに火を消す。
○火・湯・薬品・棚のそばから離れさせる。
○出入口の確保

理科室

○火を消し、ガスの元栓を閉める。
○棚や調理台から離れる。
○姿勢を低くして頭部を保護する。

「火を消しなさい」
「元栓を閉めなさい」
「棚から離れなさい」
「調理台から離れなさい」
○出入口の確保
○火・湯・コンロ・調理台から離れるよう指示。

○その場で姿勢を低くし、頭を守り揺れがお
さまるのを待つ。

「棚や転倒物から離れなさい」
「机(ベッド）の下に避難しなさい」
「ふとんをかぶりなさい」
○出入口の確保

美術室
技術室

○近くの教室に入り、机の下にもぐる。
○電灯・ガラスや壁の落下物から身を守る。

「棚や転倒物から離れなさい」
「机の下に避難しなさい」
○出入口の確保

○棚・転倒物から離れる。
○机の下にもぐり、机の脚をつかむ。

「教室に入って、机の下に避難しなさい」

○姿勢を低くし頭を守り揺れがおさまるのを
待つ。
○電灯・鏡・窓ガラスから身を守る。
○一次避難場所に避難する。

トイレ 「姿勢を低くして、頭を保護しなさい」
「電灯・鏡・窓ガラスから離れなさい」
「一次避難場所に避難しなさい」
○出入口の確保

体育館 「姿勢を低くして、頭を保護しなさい」
○天井からの落下物に気をつける。
○出入口の確保

②場所別行動マニュアル
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教職員 管理職児童生徒

③避難開始

④避難後の対応

②避難経路等の確認

※事前の下見時に見学先の担当等と

避難経路や避難場所について確認

※交通機関乗車中は、乗務員の指示

に従う

○状況把握

※施設では管理者等の指示に従う

※津波被害の危険性の高い場所では

高台や頑丈な建物の3階以上へ避難

※避難場所や救護施設がない場合、地

元住民や関係機関等から情報を入手

※ラジオ等による情報収集

○避難経路の確認

〇避難

・移動が困難な場合、複数人で避難の

補助を行う

・車いす等使用

・頭部を保護

・落下物に注意

・「お・は・し・も」のルールを守

らせる

・頭部を保護
・落下物に注意
・｢お･は･し･も｣のルールを守る

（おさない・走らない・しゃべらない・も

どらない）

・放送や指示を聞いて確認

○安全確認

・人数・状況の確認

○安全確保

・負傷者等の応急手当

・津波、がけ崩れ等注意

○状況報告

・学校に連絡（被災状況、児童生

徒や教職員の安否）
・児童生徒の健康状態の把握

〇場合により、公的機関への救助

要請

〇保護者等への連絡

・引率責任者（or学校）が保護者

等に連絡

・確実に児童生徒を引き渡す

○災害対策本部の設

置・対応

・引率責任者と協議、指示

・引き渡し場所の判断

・必要あれば避難場所を設
営
※事前に開放禁止区域を決
定（共通理解）

⑤保護者等へ引き渡し

・連絡がつくまで待機

・引き渡し場所の確認

・けが等の安全確認
・応急処置等

・情報収集

※情報の共有と収集

原
則
と
し
て
担
任
が
支
援
す
る

携帯電話等の連絡手段を確保する

南海トラフ地震は、「震度6強程度の

立っていることができない揺れが、

約１５０秒続く」と言われている！

地 震 発 生

震度5以上（強震・激震等）

〇頭部を保護するように指示

○怪我の有無の確認

・怪我等の応急手当

・人数の確認

○声をかけ落ち着かせる

・一人で避難できない児童生徒に

は、寄り添って声かけをして対応

する

・あらかじめ、災害発生地域の避難場所、保護者等や学校への連絡方法を確認しておくこと

・事前学習や現地でも、児童生徒に避難行動、避難経路などについて指導しておくこと

・児童生徒にはできるだけ教員がつくようにし、児童生徒だけの場合も複数で行動させる

①安全確保

・頭部を保護
・避難の指示までその場で待機

☆ブロック塀、窓ガラス等、危険な場所

から離れる。

☆姿勢を低くし、頭を両手で覆って保護

する。≪シェイクアウトの姿勢≫

③校外学習時
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教職員 管理職児童生徒

①安全確保

③避難後の対応

②避難

○校内にいる教職員は

・児童生徒へ避難行動の指示

・自身の安全確保

○通学路上の児童生徒の安否確認

・本人または保護者等へ連絡し、状況を確

認する

〇校外にいる教職員

・自身の安全確保

・近くの避難場所に避難

・学校に連絡、可能ならば参集する

○安否確認ができない場合

・可能な範囲で通学路巡回

・「児童生徒基礎調査・緊急時連絡カー

ド」、「通学方法およびそのルートについ

て」を持参

・避難場所等も確認する

・通学路上の児童生徒を保護する

○状況の確認

・登下校中の児童生徒を明らかにし、保護

者等と連携して所在確認

・児童生徒や保護者等と相談のうえ、対応

を協議

・在校で保護者等と連絡が取れない児童生

徒は学校で保護

・児童生徒の健康状態の把握

・児童生徒の引き渡し準備・実施

・公的機関への救援要請

（※災害用伝言ダイヤル171/災害用伝言

版web171）

・窓ガラス、自動販売機等危険な場所から離れ

る

・交通機関乗車中は乗務員の指示に従う

・姿勢を低くし、頭を両手で覆って保護する

・津波注意報、警報が出たら、解除されるま

で避難場所を動かない

・自分の状況を保護者等や学校に連絡する

（※災害用伝言ダイヤル171/災害用伝言版

web171）

○災害対策本部の設置

・県教委へ報告

・外部への対応

○学校再開の準備

○避難場所設営

・事前に開放禁止区域を

決定（共通理解）

自
宅

学
校

避
難
所

④居所

○情報収集

・校内の情報収集

・通学路の情報収集

○避難の必要性と経路を

協議

・情報収集

・近くの空き地や公園など安全な場所へ避難

する

・津波被害の危険性のある地域では、高台や

高く丈夫な建物の３階以上へ避難する

南海トラフ地震は、「震度6強程度の

立っていることができない揺れが、

約１５０秒続く」と言われている！

地 震 発 生

震度5以上（強震・激震等）

※但し、「児童生徒基礎調査・緊急時連絡カード」、「通学方法およびその

ルートについて」は、児童生徒部が管理している。

④登下校時

ア 登下校時の対応
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イ スクールジャンボタクシーマニュアル
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始　発 終　点

登　校 ＪＲ高知駅　　 　8：15    学校　　   　　  8：35

下　校 学校　　 　　　 15：45 ＪＲ高知駅　　　16：05

下校時増便 学校　　  　　　11：45 ＪＲ高知駅　　　12：05

始　発 経  由 終　点
登　校 ＪＲ円行寺口駅　 8：08 寄宿舎　　  8：15 学校　　 　　　    8:30
下　校 学校    　　　 　15：45 寄宿舎　　16：00 ＪＲ円行寺口駅　16:07

下校時増便 学校    　　　 　13：15 寄宿舎　　13：30 ＪＲ円行寺口駅　13:37

ジャンボタクシー運行ルート

コース名：東コース

コース名：西コース

i) 運行区間
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氏　名

保護者等氏名

住　　所

連絡先
（連絡がつく電話番号）

手伝ってほしいことや
配慮してほしいことなど

備　考

令和 年 月 日

ヘルプカード

ⅱ） ヘルプカード 必要に応じて作成
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教職員 管理職児童生徒

＜休日・夜間・勤務時間外における参集体制＞

①机の下等に避難

②安全確認・確保

③避難開始

④避難後の対応

・姿勢を低くする
・頭部及び上半身を保護

・指定された避難所
「児童生徒基礎調査・緊急時連
絡カード」に記載されている

※「児童生徒基礎調査・緊急時
連絡カード」は児童生徒部が管
理している

・3階以上の建物
・頭部を保護
・落下物に注意

○児童生徒等の安否確認
・自宅等での確認

○避難場所等での確認
・本部へ報告・連絡・相談

○校内施設等の被害状況
確認
・本部へ報告・連絡・相談

・保護者等で安全確認・安全確保

・保護者等は学校へTEL
(※災害用伝言ダイヤル171/災
害用伝言版web171

⑤学校再開
○学校再開の準備
・できたら保護者等に「すぐー

る」や電話で連絡

（※災害用伝言ダイヤル171/災

害用伝言版web171)

・連絡があるまで待機

○学校災害対策本部の設置
・児童生徒等の情報集約

・施設等の情報集約

・県教委へ報告

・外部への対応

○学校再開の準備

○避難場所設営
・事前に開放禁止区域を決定（共通理

解）

○学校へ参集 （p.8参照）

〇勤務校へ参集が不可能であれば、最寄の参集場所に行く

（p.9参照）

○自宅等や保護者等の安全確
認
・怪我等の対応

・避難先、経路の確認

〇参集体制に沿って学校へ参集（p.８参照）

〇集合できない場合は、学校へ連絡（ALSOK安否確認サービ

スの活用）

〇情報収集
・各地の被害状況等

○ALSOK安否確認サービスに安否情報を登録
・高知県内において最大震度５弱以上で一斉送信される

・メールが届かない場合は学校(管理職)に連絡を入れること

南海トラフ地震は、「震度6強程度の立っていることがで

きない揺れが、約１５０秒続く」と言われている！

地 震 発 生

震度5以上（強震・激震等）

⑤在宅時の対応
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★危機管理マニュアル等に基づく地震発生への対応

（寄宿舎）中野早ゆり、土居甲奈子、濵田詩野

管理職

児童生徒

教職員

管理職

児童生徒

教職員

休日・夜間・勤務時間外の対応については、参集体制（P8参照）

⑥南海トラフ地震臨時情報への対応

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表

気象庁の発表を注視し、状況に対応しながら通常の学校運営を維持

授業中での発表

登下校時間帯での発表

◯登校前の児童生徒：自宅待機
※自宅待機に伴う遅刻は遅刻扱いにしない

◯登下校中の児童生徒：速やかに登校もしくは下校
※交通機関の運転見合わせにより下校できない場合は学校で待機

◯校外で活動している場合は、安全確保ができれば、原則、学校に帰る
※場合により、保護者等に電話等により、学校の対応を伝える

◯地震発生場所、震度等により、対応を検討する
◯通学に関わる交通インフラの状況確認指示
※場合により、保護者等にすぐーるで、学校の対応などを情報発信する

◯原則、授業を受け、放課後に下校する
◯サークル活動については、中止し、すみやかに下校する

◯地震発生場所、震度等により、対応を検討する
◯通学に関わる交通インフラの状況確認指示

※場合により、保護者等にすぐーるで、学校の対応などを情報発信する

◯通常通り、出勤する
※場合により、保護者等に電話等により、学校の対応を伝える

 18



教職員

管理職

児童生徒

教職員

管理職

◎印は、課業中に「巨大地震警戒」が発令され、校区周辺及び児童生徒自宅近辺に大津波警報、津波
警報発令中の場合の対応

児童生徒

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表

状況に対応しながら通常の学校運営を維持

原則、１週間の休校（ただし、地域の状況によっては３日程度で再開することもある）

「南海トラフ臨時情報（巨大地震注意）」呼びかけ中は、不急の校外活動の延期を検討するなど、
即時避難が可能な活動内容に限定するとともに、避難経路を確保する等、巨大地震発生に最大限の
注意を払う

◯通常通り、出勤する
◯すべての施設の安全点検を行う
◯児童生徒に対して、通学時に被災した場合の注意事項を伝える

◯通常通り、登校する
※場合により、保護者等に電話等により、学校の対応を伝える

◯地震発生場所、震度等により、対応を検討する
◯通学に関わる交通インフラの状況確認指示
◯すぐーるで、家庭へ連絡する

※注意換気及び発災時の安否確認等に関する連絡

◯通常通り、出勤する
◎児童生徒の安全を確保し、場合によっては、保護者等へ電話で連絡する

※児童生徒は、原則、解除まで学校で待機させ、引き渡し等のタイミングを保護者等に伝え
るとともに、災害に関する情報を提供し、避難行動を促す

※下校時の安全が確保されていない場合は、原則、学校に待機

発表より１週間後（巨大地震警戒の呼びかけ終了後）に学校再開
・すでに学校を再開している場合も含め、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」の項に
準じて、「南海トラフ地震臨時情報」の呼びかけが終わるまで対応

◯休校（自宅待機）
◎原則、解除まで学校で待機

◯地震発生場所、震度等により、対応を検討する
※３日程度で学校再開を検討する

◯通学に関わる交通インフラの状況確認指示
◯すぐーるで、保護者等へ連絡する

※注意喚起及び発災時の安否確認等に関する連絡
◎すぐーるで、保護者等へ連絡する

※児童生徒は、原則、解除まで学校で待機させ、引き渡し等のタイミングを保護者等に伝え
るとともに、災害に関する情報を提供し、避難行動を促す

※下校時の安全が確保されていない場合は、原則、学校に待機
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２　火災時マニュアル

○第一発見者
・火災報知機のベルを押す。
・大声で周囲に火災を伝える。
・消火器等で初期消火に当たる。

○隊長（校長）
(不在時：教頭１・教頭２・事務長・主幹
教諭)

・事務室に通報依頼 ①119番通報

避 難 完 了

火災発生 ○事務室（連絡通報係）
・火災受信機に表示された火災報知機が作
動した場所を確認する。

・校内放送で、火事の発生場所、避難経
路、避難場所を伝える。初期消火の要
請

・初期消火に向かう。

○火災場所の近くにいる教職員
事務室に内線で連絡する
「●●から出火、火事です」 校内放送

○事務室 １１９番通報

・住所

・名称

・何階建て

・何階で何が燃えているか

・逃げ遅れた人等

・通報した人の名前

・連絡が取れる電話番号

１１９番通報の

指示

○避難誘導班長(主事等)
学部の児童生徒が安全に避難できるよ

うに、連絡調整や指揮を行う。
本部へトランシーバーで連絡を取る。

○点呼：副隊長から隊長へ全員の避難完了を報告。
①児童生徒：授業担当者→各学部主事→副隊長（主幹教諭）
②教職員 ： 各学部主事 →副隊長（主幹教諭）
➂保健室 ：養護教諭 →副隊長 （主幹教諭）
④事務室 ：事務職員 →副隊長 （事務長）
⑤厨房 ：栄養教諭 →副隊長 （事務長）

避難・誘導

○事務室

避難場所に避難。

（搬出物も持参。）

・非常持出書類

・金庫の鍵等

搬出

点呼

○職員室
・初期消火に向かい、消火器等で消火活

動に当たる。（天井まで火が回っていた

ら諦める。）

・避難誘導や要救助者の搬送を行う。

「火災発生●階●●より出火。先生方は児

童生徒を避難場所のグラウンド中央北側

に誘導してください。エレベーターは、使用

できません。指示を受けた教職員は、初期

消火に行ってください。」

火元の確認

誤報チェック

火災発見

避難の動き

○避難誘導係
以下の役割を行い、避難誘導班長に報告
する。
㋐児童生徒の避難を誘導
㋑階の全ての部屋・トイレ等の残留者確
認
㋒要救助者の搬送
㋓初期消火

火災発見時の動き

○自衛消防隊 本部
◎隊長（校長）
◎副隊長
（教頭１・教頭２・事務長・主幹教諭）
◎補佐（学安部長）
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警戒体制
レベル

　　本部（校長室）
　　事務室の動き 職員室の動き

保護者等
児童生徒（在校時）

レ
ベ
ル
１

レ
ベ
ル
２

注
意

　

４階作業教室の動き

３ 水害時マニュアル

　
レ
ベ
ル
３
　
警
戒

レ
ベ
ル
４
　
危
険

家庭動向確認

【対応要員】

各学部主事

【判断材料】大雨注意報・洪水注意報、大雨警報に

切り替える可能性が高い注意報

【活動内容】天気予報、周囲の水路の状況等情報収集

職員朝礼等で注意喚起

【対応要員】管理職（校長、教頭１・教頭２、事務長）・主幹教諭・

【判断材料】大雨警報・洪水警

報

【活動内容】

職員室に報告

【対応要員】

事務職員・学校安全部・児童生

徒部・教務・DX推進部

【判断材料】事務室からの連絡

【活動内容】
レベル３を連絡する校内一斉放送

【対応要員】教頭１・教頭２

（不在時：主幹教諭・学校安全

部長・児童生徒部長・各学部主

事）

レベル３の校内放送

【活動内容】

児童生徒宅へ家庭連絡、帰宅

【対応要員】担任・各学部主事

状況観察継続

【対応要員】

事務職員・学校安全部

【判断材料】土砂災害警戒情

報、校舎への浸水の前兆確認

（目視）

【活動内容】

職員室に報告

【対応要員】

事務職員・児童生徒部

【判断材料】事務室からの連絡、

氾濫状況確認

【活動内容】
レベル４を連絡する校内一斉放送

【対応要員】教頭１・教頭２

（不在時：主幹教諭・児童生徒部

長・学校安全部長・各学部主事）

水害警戒体制レベル４になりました。校内浸水の恐れがあります。校内に

残っている児童生徒は教職員と一緒に4階作業教室に避難してください。

残っている児童生徒・教職員は4

階作業教室に移動

本部を校長室から

4階作業教室に移動
【活動内容】点呼・現状の把握

（児童生徒の安否）

（ホワイトボードへの掲示）

【対応要員】

教頭１・教頭２ ・主幹教諭・

学校安全部・児童生徒部・各学部主事

安全を確保しつつ

状況観察継続

【対応要員】

事務職員・学校安全部・児童

生徒部・教務・ＤＸ推進部 ・作業教室の環境整備

・児童生徒が休憩できる環境や、イン

ターネット・ラジオ等情報を収集できる

環境をつくる

避
難
し
、
人
員
の
数
や
状
況
を
報
告

【判断材料】早期注意情報（警報級の可能性）

【活動内容】 天気予報、職員朝礼等で注意喚起

休校の検討

【対応要員】 管理職（校長、教頭１、教頭２、事務長）

〈保護者等〉

休校情報に関する予告

〈保護者等〉

朝6時頃、休校情報をホーム

ページ、すぐーるで発信

●事前休業の判断について

大雨（土砂災害、浸水害）、洪水、

暴風雪、大雪のうち警報（波浪、高

潮を除く）が２つ以上、特別警報及

び暴風警報は１つ、高知市に発令

されている場合。

水害警戒体制レベル３になりました。各担当は、児童生徒

の帰宅に向けた動きをして下さい。

①電話連絡後、教頭に報告

②迎え確認後、各学部主事に報告
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防災気象情報（気象庁ホームページより抜粋）
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４　避難経路(地震）　　校舎平面図
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（寄宿舎）中野早ゆり、土居甲奈子、濵田詩野

＊ 地震後、火災発生の場合は運動場中央部北側へ避難する。避難経路は放送等によって示される情報に従う。１階からは最寄りの出口
　 より上履きのまま避難する。

＊ 火災発生時、体育館にいた場合は体育館玄関より上履きのまま避難する。その際、放送を聞き、火元より離れた経路で避難する。

＊ 二次避難場所（校外）は状況を勘案して決定する。（参考　学校周辺の津波浸水予測時間〈浸水深 ３０cm、地震後６０分以上）

５　避難経路(火災)　　学校平面図
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放送を聞いたら直ちに対応行動！！

6 不審者対応マニュアル

※正当な理由がない、指示に従わない、話が通じない⇒対応、通報（非常通報ボタン）職員室or事務室

管理職＋

教職員

３名以上

※江の口部長 ＝不審者侵入の隠語 〇〇＝不審者が居る場所

不審者発見

〇退去を求める→〈退去した〉⇒職員室（管理職）に連絡⇒警察、県教委へ通報、連絡

〇管理職は教員３名以上と対応に向かう ⇒退去を求める（事務室前より移動させない）

発見者

管理職
〇不審者のいる場所を勘案し、児童生徒の避難場所（方法）を決定

〇校内緊急放送を指示（事務職員、または職員室内の職員）

校内緊急放送 「江の口部長、江の口部長、○○までお願いします」 ２回繰り返す

管理職

例：不審者が校内を移動し始めた⇒校内放送で追加の連絡の検討

職員室内

の教職員 〇できる限り不審者の暴力・移動の阻止を応援する（児童生徒の安全確保が最優先）

警察到着（不審者の警察への引き渡し）

〇管理職は常に情報を共有しながら、状況に応じて新たな指示を出す

授業担当

→〈退去しない〉⇒事務室前で留める⇒職員室（管理職）に連絡⇒対応、通報、連絡

※退去後に再び戻ってこないか警察が到着するまで監視する（複数で行う）

※ なるべく多人数で向かう 刺股、警棒、または箒など不審者との距離を取れるものを持つ

※→〈上がりこみ、移動を始める〉⇒不審者を空き部屋（校長室）へ誘導隔離 を試みる

※不審者が近くにいない場合、近隣の教室と合流し施錠する。複数教員で児童生徒対応にあたる。

※１階に留めて上階へ上げない 隅や空き部屋に追い詰める 確保、制圧までの無理はしない

※全ての児童生徒、教職員の安全確認を行う（必要に応じて体育館など一カ所に集める）⇒不明者の捜索

※家庭や関係機関と連絡を取り、事後の対応を行う

※負傷者がいる場合⇒１１９番通報（救急車には教職員が同乗する）

※不審者の特徴を記録する（性別、身長、体格、髪型、服装、眼鏡使用の有無など）⇒警察へ報告

〇教室を施錠する。

★ 非常通報ボタン（警察）

①事務室西壁（事務長席の向こう側 火災通報装置類の下方）

②職員室西壁（高等部の島の向こう側 チャイム機器の下方）
※日常よりできるだけ携帯電話の所持を心掛ける（防犯、防災、緊急連絡用）

★ 刺股 ・事務室１・給湯室１・職員室１（西出入口）・３階倉庫１・４階高等部教材室１

★ 警棒 ・事務室２・校長室１・職員室２（東西出入り口）

※児童生徒の健康状態を把握する（学級担任は、健康観察様式に記入し、養護教諭を通じて管理職に提示
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不審者の侵入を未然に防ぐための取組

　　　　　　　本校では、以下の３段階で不審者の侵入を未然に防ぐ取組を行います。

　　　　　　A　校門

　　　　　　　　〇校門横のフェンスに案内看板を設置し、来訪者を制限する。

　　　　　　　　〇夜間閉門、授業中の正門、北門閉門

　　　　　　B　校門から校舎入口

　　　　　　　　〇入校後すぐの位置に案内看板を設置し、事務（受付）へ誘導を促す。

　　　　　　C　校舎への入口

　　　　　　　   〇正面玄関では、来校者に声をかけ、来校者受付簿記載や名札の着用を
                           お願いし、来校者の管理を行う。
　　　　　　　　   なお、正面玄関以外の入口（北口玄関）は、原則、施錠する。

　　　　　　D　　玄関

　　　　　　　　〇原則、児童生徒の登下校や教職員の出退勤する時間を中心に、自動ドア

　　　　　　　　  を活用する。その他の時間は手動で開けるようにする。

関係者以外の立入りをお断りします。

ご用の方は、事務（受付）までお越しください。
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７ 弾道ミサイル対応

弾道ミサイル落下時の基本行動について　（内閣官房国民保護ポータルサイトより一部抜粋）

学校平常時における弾道ミサイルへの対応

日本国内落下の可能性 日本上空を通過
日本上の領海外
の海域に落下

弾道ミサイルが発射されたもようです。

ただちに窓から離れて身を守る体勢をとってください。

（２回繰り返す）

Ｊアラート情報

・窓から離れて、床に伏せあるいはなるべく身をかがめて

頭部を守ること

・机の下に入って頭部を守る

校舎内の対応

・建物内、地下に避難。

難しい場合は、物陰に身を隠すか、その場で地面に伏せ、頭部を守る。

校舎外の対応

再度放送が入るまで、屋内避難を続行

ミサイル通過情報 落下場所の情報

Ｊｱﾗｰﾄを確認した教職員は、

その内容を管理職等に伝え、

端的に管理職等が校内放

送（内線９００）で伝える

職員室等で情報確認

通過・落下場所等の情報を

管理職等が校内放送（内

線９００）で伝える

○授業者は、児童生徒から離れず落ちついて安全な場所へ誘導する。

○管理職（不在時は職員室にいた教職員）は緊急情報や追加情報を、校内に伝え指示する。

事務職員は事務室のテレビでも情報を集め、管理職に連絡する。

○近くに落下した場合、屋内では換気扇を止め窓を閉め、外気が室内に入らないように目張りをする。

屋外では、口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ避難する。

○負傷者がいる場合は、救命救急マニュアル（ｐ２９）に準じて行動。管理職から教育委員会に報告する。

追加情報 or 避難解除

ミサイルが○時○分頃、●●県●●付近に落下。

避難継続 ・ 避難解除 してください。（２回繰り返す）

弾道ミサイル落下時の

行動について
弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性

もあります。ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、国から緊

急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用して、防災行政無線から特

別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報メール等によ

り緊急情報をお知らせします。

❶速やかな避難行動

❷正確かつ迅速な情報収集

メッセージが流れたら

落ち着いて、直ちに行動してください。

近くの建物の中か

地下に避難

物陰に身を隠すか、

地面に伏せて頭部を守る

窓から離れるか、

窓のない部屋に移動する
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・協力者を呼ぶ

（スタットコール 全校放送９００）
・心肺蘇生をする

・救急車（１１９）を呼ぶ　

【校外学習時】　

　

　

　 ・救急車（１１９）を呼ぶ

・学校（８０２－５５７７）へ連絡する 

８ 救命救急対応

【校内】

・学校から病院及び現地へ応援に行く

・教頭：保護者等に連絡する

・同行している他の教職員を呼ぶ

・救急処置を行う

・引率者が付き添う

事故発生現場（発見者）

連絡を受けた教職員

事故発生現場（発見者）

最寄りの医療機関へ搬送

参集した教職員

⑴ 発見から救急要請までの連絡
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※アクションカードは、次ページをご覧ください。⑵ 救命救急マニュアル
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〈⓪ー２の裏面 〉

⑶アクションカード その１

〈⓪ー１の裏面 〉

〈⓪ー３の裏面 〉
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〈 ③の裏面 〉

〈 ④の裏面 〉

〈 ➄の裏面 〉

⑶アクションカード その２
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Ⅲ　災害発生後の対応



１　建物の外観や周辺環境に関する確認

建物に歪みや傾きはないか。 ある ない

隣接する建物等が傾き、避難スペースに倒れこむ危険はないか。 ある ない

建物の基盤(基礎)が壊れていないか。 ある ない

建物に関わる鉄骨等が壊れたり、変形したりしていないか。 ある ない

外壁、庇等が落下したり、大きな亀裂が入ったりしていないか。 ある ない

窓ガラスの割れ、サッシ等の歪みなど危険を強く感じる点がないか。 ある ない

周辺で地滑り、がけ崩れ、液状化、地盤沈下等が見られないか。 ある ない

床が大きくゆがんだり、割れたりしていないか。 ある

柱が折れたり、割れたりしていないか。 ある

内壁に大きなひび割れ、崩れ落ちがないか。 ある

ゆがんで開閉できない扉がないか。 ある

天井部材、照明器具等の落下はないか。 ある

　　※「ある」に１つでも〇がある場合は、避難場所（避難スペース）として使用できない。
　　　速やかに他の避難スペースを確保するか、別の安全な避難場所へ移動すること。

１　災害後安全確認チェックリスト

ない

ない

ない

ない
5

２　建物内部における確認

3

4

7

1
ない

2

4

5

6

1

2

3
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２　災害用伝言ダイヤル等

①

「171」にﾀﾞｲﾔﾙ 「171」にﾀﾞｲﾔﾙ
　　↓ （ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れる） 　↓ （ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れる）

を押す を押す
　　↓ （ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れる） 　↓ （ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れる）

　　↓ 　↓
メッセージを録音する（30秒以内） メッセージを再生する（新しい順に再生）

②

①「https://www.web171.jp/」 ①「https://www.web171.jp/」

       にアクセスする。                    にアクセスする。

②電話番号を入力し ②電話番号を入力し

「登録」を押します。        「確認」を押します。

③

○体験利用日
　　毎月1日及び15日 00:00～24:00 　　　 伝言録音時間 ：30秒 / ｗeb文字数100 
　　正月三が日（1月1日00:00～1月3日24:00） 　 　   伝言保存期間 ：体験利用期間終了まで
　　防災週間（8月30日9:00～9月5日17:00） 　　    伝言蓄積数 ：20伝言
　　防災とボランティア週間（1月15日9:00～1月21日17:00）

●学校再開の連絡（通常の通話がまだ利用できない場合）
【連絡方法・連絡先】１７１(ｗeb171)→１(登録)・保護者等の緊急連絡先①の電話番号
【連絡内容】①学校再開予定日等を伝える
　　　　　　②児童生徒や保護者等の状況を含め通学できる状態か等
　　　　　　　学校代表の電話番号（088-802-5577）へ連絡または伝言を入れてもらう
　　　　　　　ようにメッセージを残す

【参考資料】

       　　   　○提供条件

災害用伝言ダイヤル「171」（イナイ）について
【自宅の電話・公衆電話・携帯電話から】一般的な使用方法

　ＮＴＴ災害伝言ダイヤルは、地震（震度６弱以上）などの災害の発生により、被災地への通信が増
加し、電話がつながりにくい状況になった場合にサービスが稼働される。
　地震発生後にテレビやラジオなどで、「171」サービスの開始の報道があり、その後利用できる。
事前契約は不要で、あらゆる電話での利用が可能である。

伝言の録音 伝言の再生

○伝言ダイヤルとｗeb伝言板のシステムには互換性があり、ダイヤルで録音したものは伝言板でボタ
ンを押すと再生され、伝言板で入力したものはダイヤルで聞くことができるようになっている。どち
らからでも伝言を入れたり確認したりできるので、環境に応じて選択できる。

伝言を残したい電話の市外局番からﾀﾞｲﾔﾙ
する（携帯電話番号も使用可能）

伝言を残したい電話の市外局番からﾀﾞｲﾔﾙする
（携帯電話番号も使用可能）

災害用伝言板「ｗeb171」の使用方法について

　災害用伝言板は、地震（震度６弱以上）などの災害の発生により、サービスが稼働される。

伝言の登録 　　　伝言の確認

③「名前（空白なし）」「安否」
　「伝言」をそれぞれ入力し
　「登録」を押します。

③伝言が表記されています。
　メッセージを聞く場合は
　「ダウンロード」を押します。

本校における学校から保護者等に対する
171災害伝言ダイヤル・伝言板ｗeb171の使用例

【児童生徒 在学時に発災】
●災害発生時に被災後一定の時間が経過し、保護者等への引き渡しが想定される時間になっ
ても保護者等と連絡が取れない場合にメッセージを残す。

【連絡方法・連絡先】１７１(ｗeb171)→１(登録)・保護者等の緊急連絡先①の電話番号
【連絡内容】①児童生徒や学校周辺の現状を伝える
　　　　　　②お迎えのめど等を折り返し学校代表の電話番号（088-802-5577）へ入れて
　　　　　　　もらうようにメッセージを残す

１ ２

171災害用伝言ダイヤル

ｗeb171災害用伝言板
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時期
流れ 準備・対応事項 具体的内容 確認・配慮事項

3
月
中
旬

・担任は、保護者等に、学年末懇
談で、学校に保管している「災害
時児童生徒引き取り者情報調査
票」を確認してもらう。

優先順位／引き取り者の氏名／児童生
徒との関係／住所／電話番号

・「災害時児童・生徒引き取り者情報
調査票」の変更がある場合は作成し直
す。

・保護者等は、（担任経由で）学
校安全部に「災害時児童生徒引き
取り者情報調査票」を提出する。

・「災害時児童生徒引き取り者情
報調査票」の原本を保護者等に返
却し、保管してもらう。

５
月
末

・保護者等に対する危機管理マ
ニュアルの周知

災害発生時の引き渡しの手順や通信手
段等、本校の災害時の対応について説
明する。

・PTA総会で資料を配布する。欠席者
には後日文書配布で伝える。

通
年

・転入生には「災害時児童生徒引
き取り者情報調査票」について説
明し、様式を配布する。

優先順位／引き取り者の氏名／児童・
生徒との関係／住所／電話番号

・様式は、学校安全部より担任に配布
する。
＊様式には、引き渡しの手順や基本的
なルールについてマニュアルから抜粋
したものも合わせて記載する。

・自宅等への経路上に津波等の危険に
関する情報が出されていない。

・「災害時児童生徒引き取り者情報
票」に迎えに来る人として記載されて
いる人が引き取りに来ている。

②連絡のつかない保護者等への対
応

・他の児童生徒の引き渡しが進んで
も、引き取り者が来ない場合には連絡
する。

・災害用伝言ダイヤル171等を活用す
る。

①引き取り者の確認

・保護者対応教員は、受付教員と一緒
に、「災害時児童生徒引き取り者情報
調査票」と保護者等の身分確認書類を
照合する。

・引き取り者の氏名、児童・生徒との
関係、住所、電話番号を身分確認書類
と口頭で確認し、照合する。

②引き取り後の滞在場所の確認
・引き取り者は、災害時児童・生徒引
き取り者情報調査票に、記入する。

・変更がある場合には、災害用伝言ダ
イヤル171等を活用し、学校へ連絡す
るように伝える。

③引き取り者と保護者対応教員が
署名

・災害時児童・生徒引き取り者情報調
査票に署名する。

④引き渡し完了

・養護教諭は、児童生徒の健康状態を
様式に記入して、保護者対応教員に渡
す。
・保護者対応教員は、児童生徒の健康
状態を確認し、引き取り者の待機場所
に連れて来る。
・保護者対応教員は、引き取り者に、
様式の内容と児童生徒の健康状態を伝
え、引き渡す。

・学校再開時には、今回確認した連絡
先または緊急連絡先①に連絡をするこ
とを伝える。

①引き渡し状況の集約 ・災害対策本部が情報を集約する。
・児童生徒の引き渡し状況を共有す
る。
・教育委員会に報告する。

②残った児童生徒の保護

・養護教諭は、児童生徒の健康を観察
し、様式に記入する。
・待機児童生徒の心身に気を配り、食
料等を確保する。

・災害用伝言ダイヤル171等を活用
し、保護者等への連絡を継続する。

・担任は、引き渡し基準を保護者等と
一緒に確認し、迎えに来る人として記
載されていない方への引き渡しは、原
則行わないことを確認する。
・安全に移動できる状況が整うまで
は、学校で待機してもらう。

引
き
渡
し
の
手
順

事
後
対
応

３　保護者等への引き渡し

事
前
準
備

４
月
上
旬

・記入漏れがないか確認する。
・確認後はコピーをとり、コピーは
ファイルに綴じる。（職員室金庫保
管）
・一覧表を作成し、職員室金庫、校長
室の持ち出しリュックに保管する。

災
害
時

引
き
渡
し
の
条
件
等

①引き渡し基準

津波が来る可能性がなく安全に迎
えに来ることが確認できてから
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　　　※児童生徒の引き渡し状況を確認するために、提出された「災害時児童生徒の引き取り者情報調査票」をもとに、
　　　　　【避難用児童・生徒名簿・連絡先一覧表】を作成しています。

⑴災害時児童生徒引き取り者情報調査票
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⑵連絡票（健康チェック）
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４　心のケア
（１）児童生徒の心のケア

●恐怖・怒り・抑うつ ●分離不安・退行（赤ちゃん返り）

●フラッシュバック

●落ち着きがない ●イライラ 　　　　●集中力の低下

●衝動的（暴力・自傷） ●非行・薬物乱用　　等

●吐き気・おう吐

●かゆみなどの皮膚症状　　等

●安全感や信頼感の喪失

●様々な対人トラブル　　等

学習 ●成績低下 ●宿題忘れ 

情緒

行動

身体

認知
●罪悪感 　　　　　●自尊感情の低下

➀心身の健康状態の把握

校長は、各教職員に以下の対応を指示して、すべての児童生徒の心身の健康状態を把握する。

○学級担任：「災害等発生後の健康観察様式」を用い、健康状態を把握する。また必要に応じ、保護

者等と連絡をとって児童生徒の状況等について情報収集を行う。これらの結果については、養護

教諭に提示する。

○保護者等からの情報収集：学級担任は、学校再開直前までに、保護者等から「災害等発生後の身体

状況等調査票」の内容について情報を聞き取る（方法については、「すぐーる」での発出、若しくは、

電話で聞き取りなど）。学級担任は、内容を確認の上、「災害等発生後の健康観察様式」とともに、

養護教諭に提示する。

○養護教諭：学級担任から提示された情報及び保健室を訪れる児童生徒の状況等を基に、全体的な

傾向及び児童生徒の状況を把握・整理し、管理職に報告する。

○その他の教職員：児童生徒を注意深く観察し、気付き事項を学級担任及び養護教諭に連絡する。

②トラウマ反応への対応

＜トラウマ体験者の反応＞

危機発生直後、下記の点に留意して対応する。

■穏やかに子どものそばに寄り添う。

■「大変な出来事の後には、このような状態になることがあるけれど自然なことだよ」など

と伝える。

・子どもの話（怖い体験や心配や疑問も含む）に耳を傾け、質問や不安には子どもが理解でき

る言葉で現在の状況を説明する。根掘り葉掘り聞いたり、詳細に説明しすぎたりするのは

逆効果。

・不安や恐怖を思い出して体の症状（気持ち悪い、おう吐、頭が痛い、おなかが痛い、息苦し

いなど）を訴える場合、体が楽になるように、さすったり、暖めたり、汗をふいたり、リラ

クセーションを促してあげる。

・子どもが失敗しても「けがはなかった？」「大丈夫だよ」などねぎらいの言葉をかけて、

心配していることを伝える。
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＊校長 　＊教頭１　＊教頭２　＊主幹教諭　＊教育相談部長　＊児童生徒部長

＊保健主事　＊養護教諭　＊当該児童等の学級担任

＊スクールカウンセラー　＊スクールソーシャルワーカー　＊学校医

＊児童生徒の健康状態に関する情報の把握・共有

＊対応方針（全校対応、学級対応、保健室対応等の対応規模、地域の専門機

関等による支援の要否、など）

＊ケア・指導の方法（個別ケア、集団指導等）

＊保護者等からの相談窓口設置の要否

＊教職員間の役割分担（ケア・指導の主担当者等）

＊専門機関等の支援者の役割分担・支援内容

＊教職員への情報提供、教職員向け研修等の実施要否

構成員

【必要に応じ、以下の参加も要請する】

協議・
検討事項

③心のケア委員会の設置
校長は、（1）に基づき必要と認める場合には、以下のとおり「心のケア委員会」を設置する。

④関係機関等との連携

校長は、必要に応じて、地域の専門機関等（関係機関・団体など、心のケアに関する医療機

関）との連携を図るものとする。なお、その際には、児童生徒及び保護者等から了解を得るこ

と。
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◆　危機発生時の健康観察様式

食欲がない

眠れない

眠れない

眠気が強い、うとうとする

体の痛み（頭が痛い、おなかが痛いなど）

吐き気がする

下痢をしている

皮膚がかゆい

家に帰りたくない

学校に行きたくない

怖いことや心配事がある

落ち着きがない

ぼんやりすることが多い

イライラしている

元気がなく、意欲が低下している

ハイテンションである

余り話さなくなった

物音に敏感になる

人が違ったように見えることがある

こだわりが強くなる

発作の回数が増える

パニックの回数が増える

体重減少あるいは急激な体重増加

薬の服用ができない

いつもの様子と違う（記述）

月

日

児
童
生
徒
の
訴

え

観
察
さ

れ
る
状
態

そ
の

他

災害等発生後の健康観察様式

     　  年       組     氏名　　    　　                    （記入日：                 記入者：      　　          　　　      ）

調査項目
要

配

慮

者

日
　
常

危機発生後

あてはまる場合、日常欄・危機発生時欄に〇印を記入
月

日

月

日

月

日

①「日常」欄には、日頃の様子を思い出してあてはまる項目に○印を記入。「危機発生後」欄には、危機発生後に

観察し、日付を記載した上で、あてはまる項目に○印を記入。

②要配慮者欄に以下の記号が入っている項目については、下記に該当する児童生徒は特に注意深く観察する

（障害に応じて出やすい症状や変化に注目した項目であるため）。

知：知的障害 自：自閉症 て：てんかん 心：心疾患 糖：糖尿病 他：その他の疾患・障害

③項目以外でも、いつもと違う様子があれば「その他」欄に記録する。

④「日常」欄と「危機発生時」欄を比較し、○印の数に大きな変化が見られる場合は、特に注意が必要。

⑤結果については、養護教諭に提示する。養護教諭は全体的な傾向や個別の情報について管理職に報告の

上、関係教職員で対応について検討する。

学級担任が、児童生徒の健康状態を把握する
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保護者等が記入し、　　　　　　　月　　　　　　日までに学級担任に提出してください。

記入日 令和 年 月 日

学年 組 児童生徒氏名

記入者（○印）

a

b

c

d

e

f

g

その他（災害前と比べて変わったようす、気になるようすなど）

ご家庭等の状況（家族・親戚や自宅の被害状況、災害による保護者等の仕事への影響など、差し支えない範囲で）

その他気になること（地域の状況、他の児童生徒のことなど）

頭痛や腹痛（おう吐・下痢）を頻繫に訴える。 1 2 3 4

学校に行きたがらない。

外出したがらない。
1 2 3 4

よく泣く。小さな音にも敏感に反応する。 1 2 3 4

眠れない。怖い夢を見る。

夜中に何度も目が覚めがl覚める。
1 2 3 4

おねしょなどの退行現象がある。

（指しゃぶり・甘え・赤ちゃん言葉など）
1 2 3 4

食欲がない。 1 2 3 4

◆　児童生徒等の身体状況等調査票様式

災害等発生後の身体状況等調査票

父・母・祖父・祖母・その他（具体的に：　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　　　）

児童生徒の様子 1 2 3 4
３、４に○をつけた場合、具体的

な様子を記入（a～ｆは、それぞれ１～４を選んで○印 ） ない
あまりな

い

少し

ある

とてもあ

る

学級担任が、学校再開直前までに保護者等から情報を収集
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（２）教職員の心のケア

➀管理職の対応
校長は、以下の例を参考に、教職員が過度なストレス状況にならないよう配慮する。

（例）

○被災した教職員に、現実的な配慮を行う。

○学校が避難所になった場合は、速やかに管理を行政に委ねる。

○報道対応の窓口を一本化する。

○不要不急の業務を判断し、教職員の業務分担を見直したり、応援を依頼したり、 臨時の人

員配置などを検討する。

○災害等への対応は、チームを組んで当たる態勢を取る。

○教職員の心の健康に関する研修会を実施する。

○状況により、心の健康に関するチェックを行う。

○休みを取ることが本人の不利にならないように配慮する。

〇子どもに関する情報共有や自分の体験、それに伴う感情を語り合う機会を設ける。

②教職員の対応

教職員は、災害等が発生した後に児童生徒への適切な支援を行うためには、自身の健康管理が

重要であることを理解して、以下の点に心がける。

○一人で抱え込まない。

○相談・受診をためらわない。

○気分転換を取り入れる。

〇自分自身や同僚を注意深く観察し、できるだけ早期に発見して休息や相談につなげる。
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Ⅳ　災害時備蓄品・防災用品等



数量（一人当たり） 保管場所

食料 １日３食　５日分 ４階備蓄倉庫

水 １日３リットル　５日分 ４階備蓄倉庫

便袋 １日１枚　５日分 ４階備蓄倉庫

毛布 １人１枚 ４階備蓄倉庫

ヘルメット １人１個 各教室、職員室等

数量 保管場所

乾電池ラジオ １個 事務室

緊急警報対応ラジオ １個 事務室

衛生可搬端末 １台 事務室

在庫数量 保管場所

生理用品 ４３０枚 ４階備蓄倉庫

発電機 １台 ４階備蓄倉庫

リヤカー １台  外倉庫横

防災用救急箱セット １個 ４階備蓄倉庫

テント（トイレ用） ２張 ４階備蓄倉庫

防災ボート １槽  外倉庫横

ランタン ３４個 ４階備蓄倉庫

担架 １台 事務室

救助用工具セット １セット 玄関

１　備蓄品・防災用品等
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２　救急グッズ（保健室アルミケース）

※保健室入口横のワゴンの上に準備している

品　　名 数 規格など

1 AEDグッズ 1
はさみ、カミソリ、ゴム手袋、タオル、ガーゼ、蘇
生マウスピース

2 電子体温計 計７ 接触６本、非接触１本

3 電子血圧計 1 小児用

4 パルスオキシメーター 1

5 聴診器 1 ケース入り

6 セッシ（ピンセット） 1本

7 異物用セッシ 1本

8 はさみ 1本 ステンレス

9 医療用はさみ 計2 鈍先１本、鋭先１本

10 ペンライト 1 予備の乾電池１

11 ルーペ 1

12 ポイズンリムーバー 1

13 保護メガネ 1本

14 ゴム手袋 計6セット M３、L３

15 マスク 3枚

16 ガーゼ 30枚

17 ケーパイン １０枚程 大・小

18 傷当てパット 2枚

19 アルコール綿 15枚

20 清浄綿 5枚

21 カット綿 1袋

22 鼻ポン 10コ

23 伸縮包帯 1 ５㎝×4.5ｍ

24 粘着包帯 1 3.5㎝×5.5ｍ

25 三角巾 1枚

26 綿棒 10本

27 ナプキン 2 大

28 タオル 2枚

29 ポケットティッシュ 1

30 ビニール袋 20枚 20L×20枚

31 目隠し用白布 2枚

32 連絡票・ボールペン・メモ帳 各1

33 裁縫セット 1

34 ビニルテープ 1 黄色
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Ⅴ　異物混入



給食等における異物混入時対応マニュアル 

 

異物の定義 

 異物は、生産、貯蔵、流通の過程で不都合な環境や扱い方に伴って、食品中に侵入又は混

入したあらゆる有形外来物をいう。但し、高倍率の顕微鏡を用いなければ、その存在が確認

できない程度の微細なものは対象としない。 

【厚生労働省監修：食品衛生検査指針】 

 

異物の分類 

１ 危険異物 

 喫食することにより生命や健康への影響が大きいと思われるもの 

 

２ 非危険異物 

 異物自体は不快であり衛生的ではないが、健康への影響が少ないと思われるもの 

 

３ 原料由来物 

 原料に由来する物質であるが、喫食した場合、健康への影響があると思われるもの 

異物 区分 分類 具体的な物質 

危険異物 

喫食することにより生

命や健康への影響が大

きいと思われるもの 

Ⅰ 
金属片、針、ガラス片、鋭利なプラスチッ 

ク片、薬品類等 

Ⅱ 

衛生害虫（ゴキブリ、ハエ等）、ネズミ、

製造過程上不適切な取扱いにより生成した 

もの（変色、異臭、カビ等） 

非危険異物 

異物自体は不快であり

衛生的ではないが、健

康への影響が少ないと

思われるもの 

Ⅲ 

毛髪、ビニール片、分類Ⅰ以外のプラスチ 

ック片、繊維、スポンジ片、植物の皮や

殻、小石（米粒大）、羽虫等の衛生害虫以

外の虫、海産物に付着した貝殻や小エビ等 

原料由来物 

原料に由来する物質で

あるが、喫食した場

合、健康への影響があ

ると思われるもの 

Ⅳ 

食肉の鋭利な骨等 

 

※原則として、原料そのものに由来する物質や食品の変色部分などは「異物」に含まない。 

但し、形状や大きさによっては、異物と同様に扱うものとする。 
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異物混入発見時の基本対応 

 調理工程に応じた異物混入の対処方法は次のとおりとする。 

分類 危険異物 

分類Ⅰ     分類Ⅱ 

 

非危険異物・原料由来物 

分類Ⅰ     分類Ⅱ 

 

 

検収時 取り除く・交換・使用中止 取り除いて使用 

調理時 

調理時 該当献立の提供中止 

配缶中 取り除いて提供 

検食中 

配膳中 

配膳後 喫食の中止 交換して喫食 

 

金属片、針、ガ

ラス片、鋭利な

プラスチック

片、薬品類等 

ゴキブリ、ハ

エ、ネズミ、

変色、異臭、

カビ等 

毛髪、ビニール

片、羽虫等 

鋭利な骨 

異物が発見された時の対応（自校給食） 

調理場で発見された時の対応について 

１ 検収時 

 異物の種類や数量、形状、混入状況を確認し、交換又は取り除いて使用する。混入した異

物は保管し、確認後、すぐに校長へ報告する。 

 ※危険異物・取り除けない非危険異物⇒交換・使用中止（写真撮影） 

 ※取り除ける非危険異物・原因由来物⇒取り除いて使用 

 

２ 調理・配膳作業中 

（１）異物の種類や数量、形状、混入状況を確認し、現状のまますぐに校長へ報告する。 

その後、混入した異物は保管する。 

（２）校長は、異物の種類や数量、形状、混入状況を確認し、栄養教諭等と協議のうえ、 

異物混入食材使用の可否を判断する。 

 ※危険異物・取り除けない非危険異物⇒交換・使用中止（写真撮影） 

 ※調理前の野菜・果物は取り除いて使用する。 

（３）食材の使用が不可と判断された場合、栄養教諭は納入業者に連絡し、食材交換が可能

か確認する。食材変更ができる場合は、校長に伝え、対応の確認をしたうえで実施する。 

（４）調理工程や代替食材の確保状況を考慮し、献立の提供中止や変更を校長が決定した 

ときは、校長は県教育委員会保健体育課に報告する。 

（５）献立が中止又は変更になることを栄養教諭は学級担任等に連絡する。その際、食物 

アレルギーのある児童生徒への配慮及び注意喚起を怠らないこと。 
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３ 保護者等への対応 

（１）献立が中止又は変更になった時、また、翌日以降の給食実施へ影響を及ぼす場合は、

速やかに保護者等への情報提供を行う。 

 

４ 原因究明 

（１）校長は、栄養教諭、調理責任者等に聞き取りを行い、混入原因を調査する。なお、併

せて、栄養教諭等は調査内容等を文書（異物混入事故報告書）で校長に報告する。 

（２）納入業者に原因がある場合には、栄養教諭は該当業者へ連絡し、異物を回収させる。

原因究明・再発防止策を文書で提出させ、校長は、栄養教諭に業者を指導させる。 

（３）調理員が原因の場合には、校長は、栄養教諭に業務責任者を通じ調理員を指導させ、

原因究明を行い再発防止策を検討し、徹底させる。 

（４）調理工程や代替食材の確保状況を考慮し、献立の提供中止や変更を校長が決定した 

場合、校長は県教育委員会保健体育課に報告する。 

（５）給食運営委員会で、今後の取組等について協議するとともに、全教職員に対して情報

共有する。 

 

５ 食堂及び教室における防止対応策 

（１）食堂及び教室内のほこり等が食品に混入することを防ぐためにも、配膳前及び配膳中

は静かに作業をする。給食当番でない教職員や児童生徒は、原則、着席して待つよう個々

の実態に応じて指導する。なお、教室で食事を取る児童生徒に対して、専用の配膳カート

以外で給食を運ぶ場合には、必ず、ラップを掛けること。 

（２）ヘアピン、安全ピン、体操着のファスナーなど、教職員や児童生徒が普段から身に 

つけている金属類についても、十分に注意する。 

（３）食堂や教室内の不要物は処分し、画鋲や釘等の金属製品は適切に収納する。 

（４）学習用品（クリップ、鉛筆及びシャープペンシルの芯、裁縫道具、実験器具類等）

は、給食前に適切に収納するよう指導する。 

（５）教職員、児童生徒は、正しい身支度をする。特に、毛髪が配膳中の食缶や配食後の 

食品中に入ることがないよう、配膳をする教職員や児童生徒だけでなく、個々に注意が必

要であることを指導する。 

（６）必ず、教職員等が配食に立ち合い、給食当番の活動を指導する。 

（７）ケガ等の手当に使用する絆創膏等は、水分を含むことで取れやすくなり、異物混入の

原因となることがある。配膳を行う教職員、児童生徒が手指のケガ等により絆創膏等をし

ている場合は、食品の盛りつけを行わないなど配慮する。 
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Ⅵ　熱中症対応



（１）暑さ指数を用いた活動判断

環境省『熱中症予防情報サイト』https://www.wbgt.env.go.jp/

（２）熱中症防止の留意点

・直射日光、風の有無：直射日光下での活動や風がない状態での活動を避ける。

・急激な暑さ：梅雨明けなど急に暑くなったときは注意する。

・体力、体格の個人差：肥満傾向の人、体力の低い人には注意する。

・健康状態、体調、疲労の状態：運動前の体調チェック、運動中の健康観察を行う。

・暑さへの慣れ：久しぶりに暑い環境で体を動かす際は注意する。

・衣服の状況など：衣服は軽装で透湿性や通気性の良い素材とし、直射日光は帽子で防ぐ。

・水分補給：0.1～0.2％程度の食塩水やスポーツドリンク等をこまめに補給する。

・休憩の取り方：激しい運動は30分に１回の休憩が望ましい。

運動中の留意点

・運動の強度、内容、継続時間：部活動におけるランニング、ダッシュの繰り返しに注意する。
 また、プールは、暑さを感じにくいが実際には発汗しているため気付かないうちに脱水を起
 こしやすいことなどが、熱中症の原因になることに注意する。

１　熱中症の予防措置

　児童・生徒の熱中症を予防するため、必要に応じて校長から指示された担当教職員は、暑さ指数（ＷＧＢＴ）を用い
た環境条件の評価を行うとともに、下表に基づいて日常生活や運動の実施可否等に関して協議等を行い、管理職
に報告する。　※実施の可否等は、校長が判断する。

暑さ指数（ＷＧＢＴ）の数値については、「熱中症予防情報サイト」（環境省）を活用して、実況値・予測値を確認す
る。

　各教職員は、以下の留意点を踏まえ、教育課程内外を問わず適切な熱中症の防止措置を取る。

環境の留意点

主体別の留意点

暑さ指数

（WBGT）

特別の場合以外は運動を中止する。校外活動は避け、涼しい室内に移動する。

特に子どもの場合には中止すべき。

31℃以上 28以上 厳重警戒 熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。

35℃未満 31未満 （激しい運動は中止） 10～20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行う。暑さに弱い人　※は運動を軽減または中止。

28℃以上 25以上 警戒 熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。

31℃未満 28未満 （積極的に休憩） 激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。

24℃以上 21以上 注意 熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。

28℃未満 25未満 （積極的に水分補給） 熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。

ほぼ安全 通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。

（適宜水分補給） 市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。

全ての生活
活動で起こ
る危険性

全ての生活
活動で起こ
る危険性

中等度以上
の生活活動
で起こる
危険性

強い生活活
動で起こる
危険性

活動の目安気温（参考）

※中等度の運動＝少し息が弾むが、息苦しくない程度の運動。パートナーと会話ができる程度の運動

※強い運動＝息が弾み、息苦しさを感じるほどの運動

※暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など

参考（公財）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（2019）・「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（令和３年５月）」より

熱中症予防運動指針

35℃以上 31以上 運動は原則中止

24℃未満 21未満
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（３）児童・生徒に対する熱中症に関する指導

　各教職員は、児童・生徒に対し以下の指導を行うことにより、熱中症の未然防止に努める。

※応急処置を行いながら、養護教諭を中心に医療機関で必要な情報を収集する。　資料１参照

※処置に必要な物品（水分補給用の飲料、氷のう等）は保健室に保管する。

　暑い日には、帽子を着用する、薄着になる、運動するときはこまめに水分を補給し、休憩を取るなど、熱中症防止のた

めの対応を取ること。

　気分が悪い、頭が痛いなど、体調に異変を感じた場合は、躊躇なく申し出ること。

２　熱中症発生時の対応

熱中症の応急処置フロー

出典：独立行政法人日本スポーツ振興センター
　　   　令和 2 年度スポーツ庁委託事業 学校における体育活動での事故防止対策推進事業「スポ
　　   　ーツ事故対応ハンドブック（フローチャート編）」（令和 2 年 12 月）
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資料１

・病名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・現在服用中の薬はあるか　　無 　有　　種類（　　　　　）

・睡眠が足りているか　　　充足　　不足

・風邪を引いていたか　　　有　　無

➃その他

・身長・体重 　（　　　　　　ｃｍ　　　　　　　ｋｇ　）

・いままでに熱中症になったことがあるか　　　有　　　無

・いままでにした病気 【特に糖尿病、高血圧、心臓疾患、その他】　　　有　　　無

・体調 （コンディション・疲労）　　良好 平常 不良

・倦怠感　　　　　　　　　有　　　無

・四肢や腹筋のこむら返り （痛み）　　有　　　無

・体温   (       )℃　［　腋下温、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）］

・脈の数　　　不規則　　　速い　　　遅い（　　　回／分）

・呼吸の数　　不規則　　　速い　　　遅い（　　　回／分）

・意識の状態 　　目を開けている。　　　ウトウトしがち　　　　刺激で開眼　　　　開眼しない

・発汗の程度 　　極めて多い （だらだら）　　多い　　　少ない　　　ない

・行動の異常 （訳のわからない発語など）　　　有　　　無

・現場での緊急措置の有無と方法　　　無　　　有（方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

➂最近の状況

・今シーズンいつから活動を始めたか（　　　）日前 （　　　　）週間前（　　　）月前

・吐き気・嘔吐　　　　　　有　　　無

・気温（　　　　）℃　　湿度（　　　　）％　　　暑さ指数（　　　　）℃

・何時間その環境にいたか（　　　）時間

・活動内容　（　　　　　）

・どんな服装をしていたか （熱がこもりやすいか） （　　　　　　　）

・帽子はかぶっていたか　　　有　　 無

・一緒に活動・労働していて通常と異なる点があったか　　　有　　　無

➁不具合になったときの状況

・失神・立ちくらみ　　　　有　　　無

・頭痛　　　　　　　　　　有　　　無

・めまい （目が回る）　   有　　　無

・のどの渇き （口渇感）　 有　　　無

・活動場所　屋内・屋外　日陰・日向

熱中症の疑いがある患者について医療機関が知りたいこと

出典：環境省「熱中症環境保健マニュアル 2018」を一部改変

熱中症の疑いがある患者について医療機関が知りたいこと（分かる範囲で記入して下さい）

➀様子がおかしくなるまでの状況

・食事や飲水の摂取（十分な水分と塩分補給があったか）無 有
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Ⅶ　別添資料



【別添1】
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